
30

第１編

巻末付録

第２編

第３編

第４編

第５編

第６編

そ
の
他

第３～５編でご紹介した手続きとは別に、以下の手続きも必要となる場合がありま

す。

令和７年５月25日以前に着手した案件は、改めて許可を取得する必要はありませ

んが、令和７年６月16日までに以下の届出を行うことが必要となります。なお、着

手の時点の判別については、32ページをご覧ください。

以下のいずれかの設備の全部又は一部を除却する工事を行う場合には、工事に着手

する14日前までに、県に届出を行う必要があります。

・擁壁（高さが２ｍを超えるもの）

・崖面崩壊防止施設（高さが２ｍを超えるもの）

・地表水等を排除するための排水施設

・地滑り抑止ぐい

公共施設用地（道路、公園、河川等、公共の用に供する施設の用に供されている土

地又は供されることが決定している土地）を宅地や農地等に転用した場合は、14日

以内に県への届出が必要です。

第６編 その他

その他手続き 法第 21 条第１・３・４項、施行条例第５～７条ほか１

着手済の工事の届出 【重要】

名称 必要となる場合 手続きの目的
手続きの

タイミング

①着手済工

事の届出

令和７年５月 25 日

以前に、既に着手され

ている工事の場合

規制区域の指定時点で、既

に着手済の工事を把握す

るため

R7.6.16まで

（R7.5.26から

受付開始予定）

②変更届

①の届出を行った工

事について、届出内容

を変更する場合

届出内容の変更を把握す

るため

変更後の工事

に着手する

14日前まで

③完了届

①の届出を行った工

事について、届出した

計画どおり工事を完

了した場合

工事が完了したことを把

握するため

工事完了から

15日以内

④廃止届等

①の届出を行った工

事について、廃止・休

止・再開する場合（計

画途中での廃止等が

対象）

計画どおり完了されない

盛土等が、危険な状態で放

置されないよう、安全上の

措置の事前審査等をする

ため

廃止・休止の前

（再開の場合は

15日以内）

擁壁等の除却工事の届出

公共施設用地の転用の届出
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以下の工事では、第３～４編でご紹介した盛土規制法の許可・届出は不要となりま

す。詳しい要件については、政令第５条第１項又は省令第８条をご確認ください。

第３～４編でご紹介した、盛土規制法における許可申請や変更許可申請、中間検査

の申請に当たり、以下の手数料を納める必要があります。（収入証紙を収入証紙売り

さばき所等で購入いただき、ご持参ください。）

※ 上記は令和８年４月１日以降に申請される際の手数料となります。

※ 変更許可申請の手数料額は、窓口にお問合せください。

第６編 その他

災害発生のおそれがないと認められる工事 法第 12 条第１項、政令第５条第１項、省令第８条２

申請手数料 静岡県手数料徴収条例（別表 424～424 の６）３

①鉱山保安法に基づく鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等）

②鉱業法に基づく鉱物の採取（認可を受けた施業案の実施に係る工事等）

③採石法に基づく岩石の採取（認可を受けた採取計画に係る工事等）

④砂利採取法に基づく砂利の採取（認可を受けた採取計画に係る工事等）

⑤土地改良法に基づく土地改良事業（農業用用排水施設の新設等）、土地改良事業に準ずる事業

⑥火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等

⑦家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却

⑧廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等

⑨土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等

⑩平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放

出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は除去

土壌の保管又は処分

⑪森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

⑫国・地方公共団体・一定の法人が、非常災害のために必要な応急措置として行う工事

⑬高さ２ｍ以下の土地の形質の変更であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が

30cm以下のもの

⑭高さ２ｍ超の土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300㎡以下のもの

⑮面積500㎡超の土石の堆積であって、「土石の堆積を行う土地の地盤面」と「堆積した土石

の表面」の標高差が30cm以下のもの

⑯工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事

で発生した土石を、当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの【詳細は25ペー

ジ参照】

区分
許可申請

中間検査
宅地造成・特定盛土等 土石の堆積

500㎡以下 17,100円 12,000 円

3,400 円500㎡超 1,000 ㎡以下 29,100円 14,500 円

1,000㎡超 2,000 ㎡以下 41,200円 17,100 円

2,000㎡超 3,000 ㎡以下 60,900円 20,900 円 4,400 円

3,000㎡超 5,000 ㎡以下 69,700円 29,800 円

6,300 円5,000㎡超 10,000 ㎡以下 95,100円 33,600 円

10,000㎡超 20,000 ㎡以下 152,200円 40,500 円

20,000㎡超 40,000 ㎡以下 234,700円 55,800 円 12,600 円

40,000㎡超 70,000 ㎡以下 367,900円 76,100 円 25,300 円

70,000㎡超 100,000 ㎡以下 520,100円 114,100 円 44,400 円

100,000㎡超 672,400円 139,500 円 63,400 円
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本書では、以下の考え方で用語を用いています。

第６編 その他

用語の解説 法第２条、政令第１条ほか４

土地の種類

宅地
「農地等」及び「公共施設用地」以外の土地の

こと

農地等

農地法・森林法による「農地」、「採草放牧地」、

「森林」のこと（その利用に必要な農道、農業用

排水施設を含む。不動産登記法の地目ではない。）

公共施設用地

道路、公園、河川等、政令で定められた公共の

用に供する施設の用に供されている土地のこと

（供されることが決定している土地を含む。）

宅地（緑色部分）

土地全体

農地

採草放牧地

森林

農地等

道路

公園

河川 ほか

公共施設用地

工事の種類

盛土
地盤上に土地をもり立てて構築した土構造物の

こと

平地盛土
勾配 1/10以下の平坦地において行われる盛土

で、谷埋め盛土に該当しないもの

腹付け盛土
勾配 1/10超の傾斜地盤上において行われる盛

土で、谷埋め盛土に該当しないもの

谷埋め盛土 谷や沢を埋め立てて行う盛土

切土 原地盤を切り取って造成される土構造物のこと

埋立て

平地（勾配 1/10 以下）において、四方の土

地より低い窪地を四方の高さに合わせてかさ上

げし、平坦にするために行う行為のこと

※ 盛土規制法では、規制対象外

盛土環境条例では、規制の対象に含まれる。

盛土規制法 …規制対象

盛土環境条例…規制対象

地

盛土規制法 …規制対象外

盛土環境条例…規制対象

埋立て

盛土

その他

工事の着手時点

本体工事の準備段階で行われる準備工（起工測

量による位置出し、丁張りの設置等）への着手

時点を指す。

※ 設計段階での測量、測量のための除草等は

含まない。


